
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

九
三

一
一
広
告
等

公
告
等

令和年月日 金曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

青
森
県
青
森
市
橋
本
一
丁
目
七
番
二
号

北
方
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
笠
原
勝
博

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

宮
城
県
塩

市
貞
山
通
三
丁
目
一
一
番
二
八
号

三
陸
運
輸
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
城

崇
充

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

東
京
都
文
京
区
本
郷
一
丁
目
二
八
番
一
七
号

株
式
会
社
荒
井
製
作
所

代
表
取
締
役

荒
井

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

東
京
都
江
東
区
南
砂
二
丁
目
三
六
番
一
〇
号

株
式
会
社
光
陽

代
表
取
締
役

倉
本

洋
二

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
一
番
一
号
神
谷
町
ト

ラ
ス
ト
タ
ワ
ー
二
四
階

エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ロ
バ
ー
ト
・
ヅ
ィ
ー
ラ
ク

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

山
口
県
宇
部
市
琴
芝
町
一
丁
目
一
番
六
三
号

防
長
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

元
永

貴
明

株
式
併
合
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
株
式
五
百
九
十
八
株
を
一
株
に
併
合
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
で
あ

り
、
同
日
に
お
け
る
発
行
可
能
株
式
総
数
は
四
百
株
と
な

り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

石
川
県
金
沢
市
近
岡
町
四
六
四
番
地
一

丸
一
產
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

奥
野

久
博

株
式
移
転
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
光
陽
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
住
所

東
京
都
江
東
区
南
砂
二
丁
目
三
六
番
一
〇
号
）
を
完
全
親

会
社
と
す
る
株
式
移
転
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

東
京
都
江
東
区
南
砂
二
丁
目
三
六
番
一
〇
号

株
式
会
社
光
陽

代
表
取
締
役

倉
本

洋
二

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
佐
藤
榮

作
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
六
日

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
大
曽
根
一
丁
目
五
番

二

二
一

Ｆ
Ｐ
総
合
研
究
所

日
本
に
お
け
る
代
表
者

佐
藤

榮
作

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
九
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
を
終
了
し
た
の
で
、

当
社
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る

者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

茨
城
県
久
慈
郡
大
子
町
大
字
小
生
瀬
四
〇
五
三
番
地

の
二

株
式
会
社
大
藤
組

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

小
林
喜
美
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
九
千
五
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
六
年

七
月
十
七
日
付
官
報
の
号
外
第
一
六
九
号
八
十
八
頁
に
掲

載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
税
理
士
法
人
内

ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
三
千
九
百
口
を
消
却
す
る

こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を

所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
七
月
八

日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
税
理
士
法
人
内

ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
六
千
五
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
六
年

七
月
十
七
日
付
官
報
の
号
外
第
一
六
九
号
八
十
九
頁
に
掲

載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

キ
ー
ム
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
三
千
三
百
口
を
消
却
す
る

こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を

所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
七
月
八

日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

キ
ー
ム
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
七
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
六
年

七
月
十
七
日
付
官
報
の
号
外
第
一
六
九
号
九
十
五
頁
に
掲

載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
千
四
百
口
を
消
却
す
る
こ

と
と
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を
所

有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
七
月
八
日

ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

令
和
七
年
五
月
三
十
日
（
号
外
第
百
十
九
号
）
本
号
で

公
布
さ
れ
た
法
令
の
あ
ら
ま
し
欄
中
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